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はじめに 

 

うるま市は、平成 17 年４月１日に二市二町で合併してから、令和 2 年度で 15 年

目を迎えました。 

合併以降、本市では基盤整備や一体感の醸成を図るため、「新市建設計画」、そして

その計画を包含・反映した「うるま市総合計画」に基づき、合併補助金や合併特例債

をはじめ、合併算定による普通交付税などを活用し、道路や公園などの社会インフラ、

幼稚園及び小中学校の教育環境整備、さらには健康福祉を増進する拠点やコミュニテ

ィの拠点整備を積極的に取り組むとともに、市民が安心して暮らせるよう行政サービ

スの実施に取り組んできました。 

行政運営においては、合併以降、職員の「定員適正化計画」を推進し、職員数削減

により人件費を抑制するとともに、組織機構の見直しや行政事務の民間委託の推進に

取り組むなど、経費の節減や行政運営の効率化に努めてきました。 

 

行政運営を支える財政面では、その基盤である普通交付税（合併算定）や合併特例

債が、特例措置の期間の終盤を迎え、また平成 24 年度からスタートした沖縄振興特

別推進市町村交付金などの制度も令和 3 年度で終了するほか、令和元年 10 月からの

消費税率引き上げによる社会保障制度の充実強化、令和 2 年度に会計年度任用職員制

度がスタートしたことなど、本市の行財政運営を取り巻く制度や環境が大きく変化す

ることから、本市の行財政運営においても重要な時期を迎えることになります。 

  

今後もうるま市総合計画に掲げる各施策の推進に取り組むとともに、安定的な自治

体経営を図るためには、健全な財政状況を引き続き維持することが重要であることか

ら、これまでの財政状況を分析し本市が抱える財政構造を把握するとともに、これか

らの財政収支の見通しを明らかにし、自立的な行財政運営を支えるため「うるま市中

期財政計画」を策定しました。 
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第１ 中期財政計画の位置づけと基本的な考え方 

 

１ 計画の位置づけ 

 

本市の「中期財政計画」は、これまでの財政状況や課題等を整理し、中期的な財政

収支を見通すことにより、第２次うるま市総合計画に掲げる各施策を力強く推進する

とともに、財政の健全化を確保し、持続可能な財政運営を行っていくための指針と位

置づけます。 

 

 

２ 計画期間 

 

総合計画の着実な推進を図る観点から、第２次総合計画・後期基本計画の計画

期間に合わせ、財政計画の期間を令和３年度から令和８年度までの６年間とし、

向こう３年間を実施計画期間、４年目以降は見通し期間とします。 

なお、財政収支の見通しについては、実施計画の見直しや地方財政制度、社会

保障制度等の動向を踏まえ、毎年度見直すこととします。 

 

 

 

３ 対象会計 

 

本計画は一般会計を対象とします。 

なお、公営企業会計を除く特別会計については、一般会計からの繰出金をもっ

て整合性を図ります。   
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第２ 財政状況の推移 

 

１ 歳入歳出決算の推移 

 

（１）歳入決算の推移 

（単位：千円） 

 

 

歳入決算について、その主な構成は市税、地方交付税、国県支出金、市債となって

います。歳入決算額は、平成 22 年度では 474 億 9,900 万円でしたが、平成 27

年度には 595 億 2,700 万円、そして令和元年度では 633 億 3,800 万円となって

います。 

市税は納税義務者数や新築家屋着工件数の増加、また土地利用では宅地等が伸び、

市民税や固定資産税の増収となっています。地方交付税は合併特例制度により普通交

付税が平成 27 年度まで増加していましたが、一本算定への移行に伴い減額となって

います。国県支出金は、生活保護費や障害者福祉費、また待機児童対策を含む子ど

も・子育て支援施策の強化により歳入も増加となっています。さらには県支出金では

その他、沖縄振興特別推進市町村交付金が平成 24 年度から 10 年間の制度創設され

たことにより増額となっています。市債では新市建設計画に基づく都市基盤等の整備

に合併特例債を活用しており、平成 27 年度は現在の本庁舎東棟の整備に伴い増額と

なっています。 

 

 

9,317,160 9,688,725 10,638,963 11,492,455 12,335,193 

13,924,855 15,024,204 
16,441,180 15,962,016 15,921,056 

15,081,551 
16,076,810 

19,846,085 20,284,235 
22,586,536 

5,576,063 
4,195,776 

6,951,888 3,175,350 

4,463,731 

47,499,774 
49,208,954 

59,527,006 58,135,970 

63,338,549 

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和1年度

市税 地方交付税等 国県支出金 その他 市債 合計
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（２）歳出決算（性質別）の推移 

（単位：千円） 

 

 

歳出決算について、平成 22 年度では 462 億 3,500 万円でしたが、平成 27 年

度には 566 億 8,100 万円、令和元年度では 605 億 1,100 万円となっています。  

性質別経費でみてみると、人件費は定員適正化計画による人員削減等により年々減

額傾向となっていますが、扶助費は生活保護扶助費や障害者福祉費、待機児童対策を

含む子ども・子育て施策の充実に伴い大幅な増額となり、人件費、扶助費及び公債費

を合わせた義務的経費は、令和元年度で 333 億 4,000 万円と全体の 55.1%を占

めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,240,622 7,132,413 6,565,092 6,706,935 7,060,620 

11,703,539 13,695,614 16,374,276 
18,623,662 

21,287,355 

3,798,882 
4,624,970 

5,175,058 
4,952,608 

4,992,911 

8,263,046 
7,664,177 

11,871,181 6,795,586 

9,213,855 15,229,876 
14,281,383 

16,695,689 
18,607,821 

17,956,573 
46,235,965 47,398,557 

56,681,296 55,686,612 

60,511,314 

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和1年度

人件費 扶助費 公債費 投資的経費 その他の経費 歳出決算額
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（３）決算収支の推移 

（単位：千円）

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和1年度

歳入総額 47,499,774 47,706,926 49,208,954 51,696,931 55,411,641 59,527,006 57,709,730 58,135,970 60,399,801 63,338,549

歳出総額 46,235,965 46,332,462 47,398,557 49,839,913 53,206,229 56,681,296 55,211,733 55,686,612 58,342,078 60,511,314

歳入歳出差引額

（形式収支）
1,263,809 1,374,464 1,810,397 1,857,018 2,205,412 2,845,710 2,497,997 2,449,358 2,057,723 2,827,235

翌年度繰り越しす

べき財源
76,152 227,410 334,984 227,171 331,492 300,838 249,708 257,728 228,713 367,165

実質収支 1,187,657 1,147,054 1,475,413 1,629,847 1,873,920 2,544,872 2,248,289 2,191,630 1,829,010 2,460,070

実質単年度収支 2,042,907 328,565 1,001,986 2,009,517 1,075,605 1,745,714 ▲ 26,180 ▲ 621,354 ▲ 606,499 176,230  

 

 

 決算収支について、（形式収支から翌年度に繰り越すべき財源を差し引いた）実質

収支額は、平成 22 年度で 11 億 8,700 万円でしたが、平成 27 年度では 25 億

4,400 万円とピークになったあと、平成 30 年度では 18 億 2,900 万円へ減額と

なっています。令和元年度は、歳出予算の執行残等の影響により 24 億 6,000 万円

と増額に転じています。 

 また、実質単年度収支は、平成 27 年度まで黒字でしたが、平成 29 年度から 30

年度にかけては 6 億円の赤字となっています。実質単年度収支は、当該年度の現金

の実質的な過不足を表し、赤字の場合は財政調整基金の取崩しで収支を補てんするこ

とになります。実質収支及び実質単年度収支、基金残高の動向をともに注視すること

が重要になります。 

 

 

（４）市債残高の状況 

市債残高については、その構成を合併特例債、臨時財政対策債、その他地方債に大

別して推移をみてみると、合併初年度の平成 17 年度は、合併特例債 15 億 4,500

万円（構成比 4.4%）、臨時財政対策債 71 億 3,400 万円（20.3％）、その他地方債

1,187,657

2,042,907

1,475,413

1,001,986

2,009,517
1,873,920

1,075,605

2,544,872

1,745,714

2,191,630

▲ 621,354

1,829,010

▲ 606,499

2,460,070

176,230

実質収支 実質単年度収支

実質収支及び実質単年度収支の推移
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263 億 8,400 万円（構成比 75.2%）でした。本市においては、新市建設計画に基

づき、道路や公園などの社会インフラ、そして健康福祉施設や学校教育施設等の整備

に取り組み、その財源として合併特例債を中心に活用してきました。 

また、地方交付税の財源不足に対応するための臨時財政対策債の発行が伸び、平成

28 年度においては、合併特例債が 273 億 4,800 万円（構成比 53.4%）、臨時財

政対策債 162 億 2,250 万円（構成比 31.7％）、その他地方債が 76 億 6,660 万

円（構成比 15.0%）となり、合併特例債と臨時財政対策債が地方債残高の 85％を

占め、合併特例債の残高は平成 28 年度をピークに減少傾向にあります。 

合併特例債は令和 2 年度を含め、活用可能残高が約 50 億円となっていることか

ら、普通建設事業費の起債は、合併特例債からその他地方債へ移行していくことが見

込まれます。 

地方債の活用については、事業費への充当率や普通交付税への算入率、また償還財

源の見通しや将来負担等も総合的に勘案し検討することが重要となります。 

（単位：千円） 

 

 

 

（５）基金残高の状況 

基金とは、家計に例えると自治体の「貯金」ということができます。基金について

は、地方自治法第 241 条で「･･･条例の定めるところにより、特定の目的のために

財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するための基金を設けること

ができる。」と規定されています。 

1,544,700

7,801,950

15,923,786

21,242,123
26,802,967

27,348,147

24,750,377

7,134,220

9,165,269

11,131,713

15,429,203

15,926,170

16,222,520

16,491,237

26,384,455

22,537,092

18,402,326

12,886,172

8,650,358 7,666,623

8,106,775

35,063,375

39,504,311

45,457,825

49,557,498
51,379,495 51,237,290

49,348,389

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和1年度

地方債残高の構成と推移

合併特例債 臨時財政対策債 その他地方債 地方債残高
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一般会計における基金は、令和元年度決算で、財政調整基金、減債基金、地域振興

基金、こどもゆめ基金、公共施設等総合管理基金など、全部で 14 基金となっていま

す。 

基金残高については、平成 23 年度で 119 億 3,800 万円、平成 26 年度から

141 億円を超えるなど年々伸び、平成 30 年度では 178 億 2,900 万円とピークと

なり、令和元年度では 167 億 3,300 万円と減額になっています。基金残高は、実

質収支と実質単年度収支の増減にも影響を受け 基金残高も変動しています。 

基金は、予算編成において歳出予算の財源として活用されるとともに、財源不足に

対応するなど、安定的な行財政運営を行う上で重要な役割を担い、また市債残高の償

還財源としても位置づけられることから、将来世代の負担を増やさないためにも、一

定規模の基金残高を維持する必要があります。 

 

 

 

 

  

3,595,782 3,964,950 4,381,260 4,587,037 5,076,405 5,558,212 5,828,615 5,263,920 5,020,041 4,565,211 

1,642,798 

3,642,798 
3,996,385 

4,261,252 

4,929,257 
5,134,856 

5,539,867 6,044,277 6,048,142 
6,069,624 

3,381,349 

4,331,239 
4,297,814 

4,475,835 

4,101,747 
3,799,604 

4,602,133 
5,689,199 6,761,284 

6,099,129 

8,619,929 

11,938,987 
12,675,459 

13,324,124 
14,107,409 

14,492,672 

15,970,615 

16,997,396 
17,829,467 

16,733,964 

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和1年度

基金残高の構成と推移

②財政調整基金 ①減債基金 ③特定目的基金 基金残高
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２ 財政指標 

 

（１）実質収支比率 

実質収支額

標準財政規模
実質収支比率＝

 
実質収支比率は、実質収支額の標準財政規模に対する割合で示されます。比率につ

いては、実質収支額と連動し、平成 23 年度から上昇し、平成 27 年度でピークとな

り、その後、下降傾向にありましたが、令和元年度決算において実質収支額が伸びた

ことから、同指標も上昇しています。 

 

 

 

 

（２）実質単年度収支比率 

実質単年度収支額

標準財政規模
実質単年度収支比率＝

 

 実質単年度収支比率は、実質単年度収支額の標準財政規模に対する割合で示されま

す。同比率が、マイナスの場合は、当該年度の現金が実質的に不足していることとな

り、財政調整基金の取崩しで収支を補てんしています。 
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（３）経常収支比率 

経常収支比率は、毎年度、経常的に収入される財源が、経常的に支出される経費に

充てられた割合で、財政構造の弾力性を示す指標です。平成 22 年度決算では、

81.6％であるのに対し、令和元年度では、92.6％となっています。 

性質別歳出における経常経費充当一般財源と経常収支比率をみてみると、義務的経

費への充当額は平成 22 年度決算で 133 億 3,300 万円（52.5％）、令和元年度では

168 億 7,400 万円（57.5％）となり、その内訳では、人件費への充当割合は平成

27 年度から上昇に転じ、扶助費は増加、公債費は平成 28 年度から 16%台で推移

しています。 

 

 

 

 

 

 

81.6% 82.0%
85.5% 85.5% 85.1% 84.2%

87.8% 89.0%
91.9%

94.9%

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和1年度

経常収支比率の推移
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（４）財政力指数 

基準財政収入額

基準財政需要額
財政力指数＝

 

 

財政力指数は、基準財政収入額を基準財政需要額で割って得た数値の過去３か年

の平均値で示され、標準的な市税収入の 75％と地方譲与税（全額）を合わせた基

準財政収入額が、標準的な行政サービスに必要な財源となる基準財政需要額をどの

程度賄っているかを表しています。 

本市においては、平成 22 年度決算では 0.47、その後、平成 24 年度から 27

年度までは 0.45 で推移し、令和元年度では 0.48 となっています。市税等の伸び

により基準財政収入額は毎年度増額となっていますが、人口の増加や生活保護や子

ども子育て施策の充実等により基準財政需要額も増額しており、本市の財政力指数

は 0.50 を下回っている状況です。 

標準的な行政サービスを提供するのに必要な財源不足を、地方交付税に依存して

いる状況です。 

 

 

 

 

（５）実質公債費比率 

実質公債費比率=

地方債の元利償還金・準元利償還金−（特定財源＋元利償還金・準元利償
還金に係る基準財政需要額）

標準財政規模—（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額）

 

実質公債費比率は、①公債費、②公債費に係る基準財政需要額、③標準財政規模

（基準財政需要額＋留保財源）の構成と推移によります。算出式で、分母と分子とも

0.47 0.46 0.45 0.45 0.45 0.45 0.46 0.46 0.47 0.48

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
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に基準財政需要額算入額を差引くということは、交付税に算入されない公債費の割合

を示しているとも言えます。 

本市は、合併後の都市基盤整備において、合併特例債を中心に借り入れを行ってお

り、交付税算入率の高い合併特例債と臨時財政対策債の割合は、令和元年度決算で市

債残高の 83.6％となっています。 

合併特例債の活用可能残高は令和 2 年度を含め約 50 億円となっていることか

ら、合併特例債からその他地方債への移行に伴い、実質公債費比率は上昇することが

想定されます。 

 

 

 

 

（６）将来負担比率 

将来負担比率=

〔将来負担額（地方債残高＋債務負担行為額）—（充当可能基金額＋特定財源見込
額＋地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額）〕

標準財政規模—（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入見込額）
 

 

 標準財政規模（交付税によって確保される一般財源総額）から元利償還金等に係る

基準財政需要額算入額を除いた一般財源額に対して、基準財政需要額算入額と充当可

能基金額を差し引いた「地方債残高等の将来負担額」が、どの程度占めているかを示

した指標となります。 

本市においては、都市基盤整備に係る借り入れについて合併特例債を中心としてい

ることから、地方債残高に占める合併特例債と臨時財政対策債が令和元年度決算で

83.6％を占めていることや市債残高が平成 27 年度をピークに減額となっているこ

と、さらには充当可能基金残高が 154 億 7,600 万円であることなどから、将来負

担比率は 0.8％となっています。 
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合併特例債は令和２年度を含め活用可能残高が約 50 億円であることから、合併特

例債からその他地方債への移行、実質収支額の減額や実質単年度収支の赤字等により

基金残高が減額になると、普通建設事業費における市債の借入額等によっては将来負

担比率の上昇に繋がることも見込まれます。 

 

 

 

 

  

97.0

69.2
59.7

41.3

29.5
21.9

13.6
4.7

-2.5 0.8

平成22年度平成23年度平成24年度平成25年度平成26年度平成27年度平成28年度平成29年度平成30年度 令和1年度

将来負担比率の推移
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３ 地方公会計から見る本市の資産形成と更新費用試算 

 

（１）公共施設等マネジメント計画による資産の状況 

 

①資産の保有状況 

（単位：億円） 

 

地方公会計制度に基づく固定資産台帳をもとにした本市の資産保有状況については、

上図のとおりとなっています。 

なお、インフラ資産が突出する平成 8 年は、道路台帳記載日または認定日を基準と

して登載したことによる会計基準上のものとなっています。 

（単位：億円） 

 

インフラ資産については、道路のほか、具志川・与那城総合グラウンド整備による

公園、農業排水路の登載によるものが特徴となっています。 
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（単位：億円） 

 

公共建築物を施設分類でみた場合は、学校施設がほとんどの年代に分布しており、

その他施設が突出する年代は各庁舎の建築によるものとなっています。 

 

 

②公共建築物の整備状況（延床面積比） 

 

公共建築物について、大分類別でみると、延床面積では「学校施設」が 48.8％とほ

ぼ半分を占め、次に「都市計画施設（公営住宅等）」が 12.3％となり、これらで全体

のおよそ６割を占めています。また、社会教育施設と体育施設の合計が 14.0％とな

り、「学校施設」、「都市計画施設（公営住宅等）」、「社会教育・体育施設」で 75.1％と

市の施設構成の大部分を占めています。 
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③施設分類別の築年数及び老朽化比率 

 

 

施設分類別の築年数や老朽化比率をみると、延床面積ベースでは、築 10 年以上 30

年未満の施設が 56.3％を占めているため、当面は施設の老朽化や設備更新などの大

規模改修への備えが必要となります。 

 また、老朽化比率（※）を大分類別にみると、社会教育・体育施設が 52.6％と高く、

今後の施設の在り方について検討を進める必要があります。 

※老朽化比率…資産の取得価格に対する減価償却累計額の割合。 

 

 

（２）固定資産台帳データに基づく資産の更新費用の推計 

 

①公共建築物の更新費用の推計 

（単位：億円） 

 

令和 10 年以降は、新耐震基準（昭和 56 年）適用の公共建築物が順次、法定耐用

年数を迎えるため、施設の在り方についての検討を進める必要があります。突出する
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令和 11 年については、本庁舎東棟の設備等をはじめ、勝連庁舎（令和元年度除却）

を含むものとなっています。 

 

②インフラ資産の更新費用の推計 

（単位：億円） 

 

昭和 55 年以前の道路資産が、令和 11 年に耐用年数となる 50 年を迎えるため、

大きな山を形成しています。インフラ資産は重要な都市基盤・生活基盤であり、総量

の大幅な削減は見込まれません。そのため、国が示すインフラ長寿命化計画や市の各

種個別計画により、適切なメンテナンスや長寿命化等を進める必要があります。 

なお、令和３年、令和 18 年の大きな伸びは、農業用排水路によるものとなってお

り、これらについても適切な維持管理等を行う必要があります。 
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第３ 財政収支の見通し（歳入歳出対策前）と財政運営の課題 

 

１ 推計方法 

 

これまでの財政状況等の推移を踏まえ、歳入歳出に影響を与える様々な要件につい

て、下記のとおり一定の前提条件を整理するとともに、「４．試算の考え方」に基づき、

普通建設事業を除く事務事業の見直しなど、財政運営上の対策を講じなかった場合を

基本に財政収支の推計を行いました。 

 

 

〔前提条件〕 

①歳入予算における基金繰入について、減債基金は公債費が 50 億円を超過する額に

活用し、財源調整基金を除く各基金についてはこれまでの実績や残高等を考慮し繰

入れします。財政調整基金については、形式収支を均衡させるため財源調整として

繰入します。 

②地方債については、合併特例債の活用期間を令和7年度まで延長するものとします。 

③普通建設事業費は、令和 3 年度から 4 年度は実施計画額を参考に当初予算ベース

で調整し、令和 5 年度は 60 億円、６年度以降 55 億円として歳入予算では国県支

出金や市債、歳出予算では公債費も含め試算します。 

④沖縄振興特別推進市町村交付金等は令和 3 年度終了することから、令和 4 年度以

降は歳入歳出予算ともに皆減とします。 

⑤歳出予算では、執行残等の剰余金が予算規模の 2.0％程度、見込まれるものとして

収支総括（実質収支等）を試算します。 
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２ 令和３年度から令和 8 年度までの 6 年間の見通し 

 

（１）歳入 

（単位：千円）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

市税 12,258,576 12,082,855 12,248,538 12,552,316 12,755,386 12,843,460 12,930,177

地方譲与税・交付金等 2,735,083 2,677,008 2,663,930 2,712,894 2,735,603 2,760,255 2,770,161

地方交付税 13,393,922 13,764,195 13,895,547 13,766,541 13,467,481 13,275,723 13,179,862

分担金・負担金 276,395 271,509 277,358 283,632 290,226 297,013 304,000

使用料及び手数料 685,657 699,116 702,470 705,857 709,279 712,734 716,225

国庫支出金 15,036,795 15,447,953 15,289,147 15,440,013 15,492,142 15,664,591 15,856,507

県支出金 8,915,826 8,299,126 6,761,018 6,720,256 6,675,797 6,710,374 6,744,592

繰入金 3,275,351 810,895 525,448 268,915 268,915 268,915 262,915

繰越金 2,460,070 1,228,283 0 0 0 0 0

地方債 3,866,531 3,131,026 3,170,254 3,135,503 2,943,033 2,925,858 2,908,973

その他 1,133,396 1,135,131 1,136,750 1,138,288 1,139,981 1,141,660 1,143,361

歳入合計 64,037,600 59,547,095 56,670,460 56,724,216 56,477,842 56,600,583 56,816,772  
 

 一般財源について、市税は新型コロナウイルス感染症による影響で市民税が令和 3

年度に 1 億 8,000 万円程度減収となり、令和 4 年度以降は景気等の回復により、増

収に転じるものと想定しています。地方交付税は、市税の減収により令和 3 年度は普

通交付税の増額を見込んでいますが、令和 4 年度以降は市税の増収、また合併特例債

からその他地方債への移行等も影響し、普通交付税は減額になるものと想定されます。 

 特定財源について、扶助費に係る国庫・県支出金は歳出と連動して増額しますが、

普通建設事業費の段階的な減額に合わせて、国庫・県支出金、また市債の減額を見込

んでいます。 
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（２）歳出 

（単位：千円）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

人件費 8,267,849 8,345,450 8,398,498 8,427,969 8,436,810 8,439,758 8,460,387

扶助費 22,440,011 23,037,575 23,289,061 23,588,251 23,913,917 24,193,740 24,560,424

公債費 5,315,895 5,538,980 5,256,533 4,993,277 4,684,470 4,465,252 4,288,101

小計 36,023,755 36,922,005 36,944,092 37,009,497 37,035,197 37,098,749 37,308,913

普通建設事業費 8,616,676 6,989,617 6,048,521 6,000,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000

災害復旧事業費 10,530 10,530 10,530 10,530 10,530 10,530 10,530

小計 8,627,206 7,000,147 6,059,051 6,010,530 5,510,530 5,510,530 5,510,530

物件費 6,073,578 6,135,193 5,813,816 5,874,012 5,935,341 5,997,255 6,059,718

維持補修費 548,517 548,517 548,517 548,517 548,517 548,517 548,517

補助費等　 3,390,519 3,389,858 3,286,976 3,286,040 3,284,835 3,285,950 3,285,608

積立金 2,548,987 1,215,679 92,062 93,681 95,330 97,012 98,725

貸付金 1,237 1,237 1,237 1,237 1,237 1,237 1,237

繰出金 5,445,518 5,501,463 5,554,452 5,610,523 5,649,536 5,712,172 5,763,600

その他 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

小計 18,158,356 16,941,947 15,447,061 15,564,010 15,664,797 15,792,144 15,907,406

62,809,317 60,864,099 58,450,204 58,584,037 58,210,524 58,401,424 58,726,849歳出合計

義務的

経費

投資的

経費

その他

の経費

 

 義務的経費について、人件費は再任用職員数の増加、扶助費は生活保護費、障害者

自立支援費、児童措置費等の伸びにより増額となる一方、公債費は令和 3 年度をピー

クに減少するものと試算しています。義務的経費は、扶助費の伸びにより、歳出予算

全体の 6 割を占めています。 

 投資的経費やその他の経費について、沖縄振興特別推進市町村交付金等が令和３年

度での終了に伴い、普通建設事業費、物件費、補助費等が令和 4 年度に減額となって

います。繰出金は、高齢化の進行に伴い、介護保険特別会計や後期高齢者医療広域連

合負担金等が伸びるものと試算しています。 

 

 

（３）収支総括 

（単位：千円）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

64,037,600 59,547,095 56,670,460 56,724,216 56,477,842 56,600,583 56,816,772

62,809,317 60,864,099 58,450,204 58,584,037 58,210,524 58,401,424 58,726,849

1,228,283 ▲ 1,317,004 ▲ 1,779,744 ▲ 1,859,821 ▲ 1,732,682 ▲ 1,800,840 ▲ 1,910,077

0 1,317,004 1,779,744 1,859,821 1,732,682 1,800,840 1,910,077

1,228,283 0 0 0 0 0 0

※令和2年度の財政調整基金取崩しについては、すでに予算がスタートしているので、「１歳入試算」で加味している。

※令和3年度以降は試算であるため、収支不足額を基金繰入れするため、③形式収支を試算した後、基金繰入れを行っている。

1,256,186 1,217,282 1,169,004 1,171,681 1,164,210 1,168,028 1,174,537

2,484,470 1,217,282 1,169,004 1,171,681 1,164,210 1,168,028 1,174,537

※歳出執行執行残等による剰余見込みは、歳出合計②の2%と試算します。

歳入合計①

歳出合計②

歳入歳出差引額③=①-②

財政調整基金繰入額④

基金繰入後の収支⑤=③+④

歳出執行残等による剰余見込み⑥

実質収支見込額⑦=⑤+⑥
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 歳入歳出差引額③は、令和 3 年度以降、マイナスを見込んでいますが、財政調整基

金からの繰入れにより収支均衡を図り、歳出の執行残等による剰余見込みを加味する

と実質収支は黒字で推移するものと見込んでいます。 

 

 

（４）基金残高の推移（財政調整基金、減債基金） 

（単位：千円）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

積立金 2,463,070 2,487,469 1,220,282 1,172,004 1,174,681 1,167,210 1,171,028

取崩金 1,951,599 1,317,004 1,779,744 1,859,821 1,732,682 1,800,840 1,910,077

残高 5,076,684 6,247,149 5,687,687 4,999,870 4,441,869 3,808,239 3,069,191

積立金 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800

取崩金 650,000 538,980 256,533 0 0 0 0

残高 5,421,424 4,884,244 4,629,511 4,631,311 4,633,111 4,634,911 4,636,711

※財政調整基金積立金は、前年度の実質収支額に基金運用益を加えた額

※減債基金積立金は、基金運用益である。

財政調整

基金

減債基金
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３ 試算の考え方 

 

（１）歳入 

予算科目 試算の考え方 

市税  市税については、自主財源の根幹となる重要な財源です。市民税（個人）につ

いては、総人口や納税義務者数、市民所得等の動向を踏まえるとともに、固定資

産税については、課税対象となる土地や家屋の状況や推移を踏まえ試算します。 

 なお、市民税については、新型コロナウイルス感染症拡大による影響を踏まえ、

令和 3年度は減収、4年度以降は緩やかに回復するものとして試算します。 

地方譲与税

及び各種交

付金 

 地方譲与税は、平成 18 年度をピークに平成 19 年度以降は緩やかに増減し、

平成 24年度以降はほぼ横ばいとなっています。令和元年度決算額をベースに伸

び率等を勘案するとともに、国内消費や企業収益等が影響する交付金について

は、新型コロナ感染症による影響等を加味し試算します。 

地方交付税 普通交付税について、まず基準財政収入額は市税等の推移を踏まえるととも

に、基準財政需要額は個別算定経費や公債費等の構成、測定単位等の動向を踏ま

え試算します。 

 特別交付税については、地方交付税額の 6％をベースに、これまでの普通交付

税と特別交付税の決定額の割合等も勘案し試算します。なお、沖縄振興特別推進

市町村交付金（※県事業分も含む）に係る特別交付税措置分については令和 4 年

度から皆減とします。 

分担金・負担

金 

分担金及び負担金について、平成 30 年度までは保育所徴収金が負担金の主な

予算となっていることから、令和元年 10 月から実施される「幼児教育・保育の

無償化」を踏まえ試算します。 

使用料・手数

料 

使用料については、令和元年 10月から実施されている「幼児教育・保育の無

償化」を踏まえるとともに、手数料については過去 5 年の平均伸び率等を勘案

し試算します。 

国庫支出金 国庫支出金は、歳出予算における国庫補助対象事業費の動向に影響を受けるこ

とから、国庫補助対象事業の試算を踏まえ、歳入も連動させ試算します。 

県支出金 県支出金は、その財源内容と構成に着目しつつ、連動する歳出予算を推計し試

算するとともに、沖縄振興特別推進市町村交付金（※県事業分も含む）について

は、令和 3年度で終了するものとし令和 4 年度以降は皆減で試算します。 

繰入金 基金からの繰入金については、こどもゆめ基金など歳出予算に経常的に充てて

いる基金については繰り入れし、減債基金については当該年度の公債費が 50 億

円を超過する分だけ繰り入れするものとして試算します。 

繰越金 繰越金については、前年度の実質収支額（形式収支－翌年度に繰越すべき財源）
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予算科目 試算の考え方 

黒字の場合、その額を繰越額と試算します。 

地方債 地方債については、投資的経費（普通建設事業費）に係る財源構成を、令和 3

年度は国庫支出金 26%、県支出金 31％、市債 29％、一般財源 14％とし、令

和 4 年度以降は国庫支出金 26%、県支出金 15％、市債 35％、一般財源 33％

として試算します。 

なお、令和 2 年度以降、新規に借入する市債については、償還期間を 20年、

利率 0.01で試算します。 

 

 

（２）歳出 

予算科目 試算の考え方 

人件費 報酬等については、令和元年度決算をベースに、令和２年度から実施される会

計年度任用職員制度による影響額を踏まえるとともに、職員給等については、一

人当たり平均額を基本に職員定数計画等に基づき試算します。 

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

一般職員 779 783 783 783 783 783 783

再任用職員 24 34 56 68 70 72 79

会計年度任用職員 903 903 903 903 903 903 903

合計 1,706 1,720 1,742 1,754 1,756 1,758 1,765
 

 

扶助費 扶助費の大半を占める民生費は、身体障害者福祉費、障害者自立支援費、児童

措置費、生活保護費などで構成していることを踏まえ、対象者数の推移や一人当

たりの給付額等を把握するとともに、将来人口推計等も勘案し試算します。 

公債費 令和元年度までに発行済み市債の償還計画に、令和 2 年度以降の普通建設事

業費に係る借入見込額とそれに係る元利償還金を加え、公債費を試算します。 

なお、令和 2 年度以降、新規に借入する地方債については、償還期間を 20

年、利率 0.01で試算する。 

物件費 物件費は賃金や需用費、委託料、その他物件費など様々な経費で構成している

ことから、経常又は臨時経費などの性質や経費の内容、これまでの推移等を踏ま

え試算します。なお、賃金については令和 2 年度より会計年度任用職員制度が

導入されたことから皆減とします。 

維持補修費 維持補修費については年度間で変動が生じますが、過去 5 年間の伸び率や固

定資産台帳における減価償却等を勘案した更新費用推計（単年度当たりの更新費

用）等も総合的に勘案し試算します。 
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予算科目 試算の考え方 

補助費等 負担金や補助金等で構成していますが、予算の裁量性等にも着目するととも

に、沖縄振興特別推進市町村交付金（※県事業分を含む）の活用分については令

和４年度以降、皆減で試算します。 

積立金 積立金については、基金の運用益や前年度の実質収支額を踏まえ試算します。

なお、前年度の実質収支額に係る繰越額については財政調整基金に積み立てるも

のとして試算します。 

繰出金 介護保険特別会計繰出金は、老齢人口や要介護認定者数、介護給付費などの動

向等を踏まえ試算します。 

後期高齢者医療広域連合負担金及び特別会計繰出金については、後期高齢者一

人当たりの繰出額等を算出し、後期高齢者数の推計値に乗じて試算します。 

国民健康保険特別会計繰出金については、被保険者数が景気等による雇用情勢

等をはじめ、医療給付費等の伸びに影響を受けることから、過去３年の平均値と

当該人口の将来推計に乗じて試算します。 

投資的経費 普通建設事業費は、実施計画額をもとに令和 2 年度当初予算ベースで令和 4

年度までの事業費及び財源構成を調整し、令和 5 年度は 60 億円、６年度以降

は 55 億円で推移した場合を仮定して、国県支出金や地方債などの特定財源及び

一般財源の所要額を試算します。 

普通建設事業費の財源構成は、沖縄振興特別推進市町村交付金が導入前後の状

況や全国の平均値等を参考に、次のとおり設定し試算します。 

国庫支出金 県支出金 市債 一般財源

令和3年度 26% 31% 29% 14%

令和4年度以降 26% 15% 35% 33%
 

 

その他 沖縄振興特別推進市町村交付金（※県事業分を含む）に係る対象事業費は、令

和３年度までとなっていることから、令和４年度以降は歳入歳出予算ともに皆減

とします。 
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４ 決算の推移と財政収支の見通しから見えてくる財政運営の課題 

 

（１）財政構造の弾力性の改善 

歳入歳出決算における一般財源の推移をみてみると、歳出の伸びが歳入の伸びを上

回っています。その主な要因は、生活保護費や障害者福祉費、さらには待機児童対策

を含む子ども・子育て支援制度の充実等により、扶助費に係る一般財源充当額が伸び

ているほか、人件費や公債費、さらには委託料などの物件費の割合が大きくなり、経

常収支比率の上昇につながっています。 

そのような状況を踏まえるとともに、予算の裁量性等も勘案すると、人件費におい

ては会計年度任用職員数も含めた職員定数計画のあり方、公債費においては普通建設

事業費の規模や市債等の活用、物件費においては経常・単独経費などのあり方が課題

となります。 

 

 

（２）実質収支及び実質単年度収支の黒字確保と基金残高の保持 

実質収支は基金への積立額に、実質単年度収支は基金からの繰入額にそれぞれ影響

を及ぼします。実質収支の減少は基金積立額の減額につながりますが、それに合わせ

て実質単年度収支が赤字となる場合、財政調整基金の取崩しの増加につながり、基金

残高が減少することになります。 

基金残高は、予算編成における収支の均衡、また公債費の償還財源としても活用さ

れ、さらには市債残高の将来負担を測る上でも大きな役割を果たすことから、各施策

を推進するとともに、安定的な財政運営を維持するためには一定規模の基金残高を保

持していくことが重要となります。 

 

 

（３）市債等に係る将来負担の抑制と償還財源の確保 

本市においては、新市建設計画に基づき、道路や公園等の社会インフラ、健康福祉

施設や学校教育施設等の整備に取り組み、その財源として合併特例債を中心に活用し

てきました。 

合併特例債の活用可能残額は、令和２年度を含め約 50 億円となっていることか

ら、普通建設事業費にかかる市債は、合併特例債からその他地方債へ移行していくこ

とが想定されます。その場合、事業費への充当率や地方交付税（※普通交付税の基準

財政需要額）算入率が低くなり、市債の借入額によっては将来の財政負担につながる

ことから、償還財源等の負担も考慮するとともに、国県補助金等の有効活用や市の未

利用・遊休資産の売却等による財源確保等にも取り組みながら、計画していくことが

重要となります。 
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（４）公共施設等の維持管理コストの抑制と公共施設マネジメントの推進 

 道路・橋りょう等の社会インフラ、学校や健康福祉施設、行政庁舎等の公共施設は

老朽化により維持補修がかかり、また長期的には建物や設備の更新等が必要になって

きます。 

 人口減少や少子高齢化等により、税収の伸びが鈍化し、その一方では扶助費や補助

費等、さらには特別会計への繰出金が伸びることが想定され、公共施設等の維持補修

や更新等の財源確保が課題となってくることから、計画的な公共施設等マネジメント

の推進が必要となります。 

 

 

（５）令和４年度以降の政策的経費の財源確保 

沖縄振興特別措置法の改正に伴い、平成 24 年度から沖縄振興特別推進市町村交付

金が創設され、雇用対策をはじめ、商工・観光の振興、福祉や教育施策の充実、島し

ょ地域振興など、本市の地域振興に活用してきました。 

様々な地域振興施策を推進する上で、同交付金が財源としても大きな役割を果たし

てきましたが、同交付金制度は令和 3 年度で終了するため、令和４年度以降の政策的

経費にかかる財源確保が重要な課題となってきます。 

そこで、これまで実施してきた事務事業の評価等を踏まえながら、緊急性や優先性

の高い施策課題に係る財源を確保するため、国県補助制度の積極的な活用とともに、

事務事業及び財源の『ビルド＆スクラップ』が必要になってきます。 
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第４ 持続可能な財政運営に向けた取り組み 

 

１．財政運営の基本方針 

 

これまでの財政状況や財政構造、また人口推計等など、本市の財政運営に影響を

与える様々な事項に着目し試算を行った結果、財政調整基金からの繰入れにより収

支均衡となり、同基金の残高は令和 8 年度で 30 億円程度まで減額することが見込

まれます。 

本市の行財政運営は、少子高齢化や人口動態、国の各種制度の影響を受けますが、

各施策を推進するとともに、持続可能な財政運営を図るためには、歳入歳出両面に

おいて対策に取り組む必要があります。 

 

 

２．第４次行政改革大綱における重点改革項目（実施計画） 

 

（１）財政の健全化の堅持、将来財政負担の抑制強化【財政戦略】 

  ①市税等の自主財源の確保強化 

  ②歳出経費の抑制強化 

  ③使用料・手数料の見直し 

  ④公共施設等マネジメントの推進 

  ⑤ＰＰＰ/ＰＦＩの導入 

  ⑥低利用公有財産の賃貸借・売却・譲渡の推進 

 

 

３．計画期間における歳入歳出対策 

 

（１）歳入対策 

  ①低利用公有財産の賃貸借・売却・譲渡を推進します。 

  ②行政財産使用料（駐車場使用料等）の適正化を図ります。 

  ③ふるさと納税やネーミングライツの活用を推進し、税外収入等の確保に

努めます。 

  ④特定財源（国庫補助金等）の確保に努めます。 

 

（２）歳出対策 

  ①人件費の抑制 

   ・再任用職員の適正配置により、会計年度任用職員数の削減を図ります。 
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  ②物件費（経常単独経費）の削減 

   ・委託料：事務事業の見直しや公共施設等マネジメントの推進により令和

元年度決算額の 10％削減に努めます。 

   ・消耗品費：適正な予算執行管理を行う事で、令和元年度決算額の 10％

削減に努めます。 

   ・光熱水費：教育関連施設等への新電力導入等により、電気料金の縮減を

図ります。 

 

 

４．普通建設事業費における地方債の活用 

 

（１）合併特例債 

投資的経費については、学校教育環境の充実や都市基盤の整備など、引き続きニー

ズがありますが、合併特例債の活用可能残額は令和２年度を含め、約 50 億円となっ

ています。合併特例債は、充当率や地方交付税算入率が高く、有利な制度であること

から、令和２年度で終了する計画期間を５年間延長し、第２次総合計画・後期基本計

画も見据え、有効に活用します。 

 

（２）その他地方債 

合併特例債以外の地方債については、事業費への充当率や地方交付税算入率、さら

には償還財源の見通し等も踏まえ、将来の財政運営に支障が生じないよう計画的に活

用します。 

 

 

５．財政調整基金の活用 

 

本市においては、これまで職員定数計画の見直しをはじめとする歳出対策に取り組

み、財政調整基金を安定的に確保してきましたが、近年は少子高齢化や子育て施策の

充実等による扶助費の伸びが大きく、実質収支の減額や実質単年度収支の赤字により、

基金残高が減額しています。 

今後の財政運営では、扶助費は伸び続け、また会計年度任用職員制度の導入等によ

り人件費が増額することから、実質収支の縮小が想定されます。基金残高は財政運営

における収支均衡や、市債等の将来負担の抑制につながることなどを踏まえると、財

政調整基金は持続可能な財政運営において重要な財源となります。 

そのようなことから、基金残高が標準財政規模（令和元年度決算ベースでは 281

億円）の 10％にあたる 28 億円を下回らないよう財政運営に取り組みます。 
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６．減債基金の活用 

 

減債基金は、市債の償還（返済）に備え、積み立てる基金で、将来にわたる財

政の健全な運営に資するため設置されています。 

本市は、通常より財政的に有利な合併特例債を活用し、学校施設及び都市基盤

を整備してきたため、公債費は増加傾向で推移し、令和 2 年度以降の新規借入

も含め、財政計画期間では令和 4 年度までは 50 億円台、5 年度から 8 年度ま

で 49 億円から 43 億円台で推移することから見込まれます。一般財源総額に

占める公債費の割合等や将来負担の増加を抑制するためにも、減債基金を計画

的に活用するとともに、一定規模の残高確保に取り組みます。 
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第５ 歳入歳出対策の取り組みを実施した場合の財政収支の見通し 

 

１ 令和３年度から令和 8 年度までの 6 年間の見通し 

 

（１）歳入 

（単位：千円）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

市税 12,258,576 12,082,855 12,248,538 12,552,316 12,755,386 12,843,460 12,930,177

地方譲与税・交付金等 2,735,083 2,677,008 2,663,930 2,712,894 2,735,603 2,760,255 2,770,161

地方交付税 13,393,922 13,764,195 13,895,547 13,766,541 13,467,481 13,275,723 13,179,862

分担金・負担金 276,395 271,509 277,358 283,632 290,226 297,013 304,000

使用料及び手数料 685,657 699,116 702,470 705,857 709,279 712,734 716,225

国庫支出金 15,036,795 15,447,953 15,289,147 15,440,013 15,492,142 15,664,591 15,596,507

県支出金 8,915,826 8,299,126 6,761,018 6,720,256 6,675,797 6,710,374 6,594,592

繰入金 3,275,351 810,895 525,448 268,915 268,915 268,915 262,915

繰越金 2,460,070 1,228,283 0 0 0 0 0

地方債 3,866,531 3,131,026 3,170,254 3,135,503 2,943,033 2,925,858 2,558,973

その他 1,133,396 1,135,131 1,136,750 1,138,288 1,139,981 1,141,660 1,143,361

歳入合計 64,037,600 59,547,095 56,670,460 56,724,216 56,477,842 56,600,583 56,056,772
 

 

 

（２）歳出 

（単位：千円）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

人件費 8,267,849 8,325,450 8,378,498 8,407,969 8,416,810 8,419,758 8,440,387

扶助費 22,440,011 23,037,575 23,289,061 23,588,251 23,913,917 24,193,740 24,560,424

公債費 5,315,895 5,538,980 5,256,533 4,993,277 4,684,470 4,465,252 4,235,076

小計 36,023,755 36,902,005 36,924,092 36,989,497 37,015,197 37,078,749 37,235,888

普通建設事業費 8,616,676 6,989,617 6,048,521 6,000,000 5,500,000 5,500,000 4,500,000

災害復旧事業費 10,530 10,530 10,530 10,530 10,530 10,530 10,530

小計 8,627,206 7,000,147 6,059,051 6,010,530 5,510,530 5,510,530 4,510,530

物件費 6,073,578 6,038,193 5,716,816 5,777,012 5,838,341 5,900,255 5,962,718

維持補修費 548,517 548,517 548,517 548,517 548,517 548,517 548,517

補助費等　 3,390,519 3,389,858 3,286,976 3,286,040 3,284,835 3,285,950 3,285,608

積立金 2,548,987 1,215,679 92,062 93,681 95,330 97,012 98,725

貸付金 1,237 1,237 1,237 1,237 1,237 1,237 1,237

繰出金 5,445,518 5,501,463 5,554,452 5,610,523 5,649,536 5,712,172 5,763,600

その他 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

小計 18,158,356 16,844,947 15,350,061 15,467,010 15,567,797 15,695,144 15,810,406

62,809,317 60,747,099 58,333,204 58,467,037 58,093,524 58,284,424 57,556,824

義務

的経

費

投資

的経

費

その

他の

経費

歳出合計  
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（３）収支総括 

（単位：千円）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

64,037,600 59,547,095 56,670,460 56,724,216 56,477,842 56,600,583 56,056,772

62,809,317 60,747,099 58,333,204 58,467,037 58,093,524 58,284,424 57,556,824

1,228,283 ▲ 1,200,004 ▲ 1,662,744 ▲ 1,742,821 ▲ 1,615,682 ▲ 1,683,840 ▲ 1,500,052

0 1,200,004 1,662,744 1,742,821 1,615,682 1,683,840 1,500,052

1,228,283 0 0 0 0 0 0

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

1,256,186 1,214,942 1,166,664 1,169,341 1,161,870 1,165,688 1,151,136

2,484,469 1,214,942 1,166,664 1,169,341 1,161,870 1,165,688 1,151,136

※歳出執行執行残等による剰余見込みは、歳出合計②の2%と試算します。

財政調整基金繰入額④

基金繰入後の収支⑤=③+④

歳出執行残等による剰余見込み⑥

実質収支見込額⑦=⑤+⑥

※令和2年度の財政調整基金取崩しについては、すでに予算がスタート

しているので、「１歳入試算」で加味している。

※令和3年度以降は試算であるため、収支不足額を基金繰入れするた

め、③形式収支を試算した後、基金繰入れを行っている。

歳入合計①

歳出合計②

歳入歳出差引額③=①-②

 

 

 

（４）基金残高の推移（財政調整基金、減債基金） 

（単位：千円）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

積立金 2,463,070 2,487,469 1,217,942 1,169,664 1,172,341 1,164,870 1,168,688

取崩金 1,951,599 1,200,004 1,662,744 1,742,821 1,615,682 1,683,840 1,500,052

残高 5,076,684 6,364,149 5,919,347 5,346,190 4,902,849 4,383,880 4,052,516

積立金 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800

取崩金 650,000 538,980 256,533 0 0 0 0

残高 5,421,424 4,884,244 4,629,511 4,631,311 4,633,111 4,634,911 4,636,711

※財政調整基金積立金は、前年度の実質収支額に基金運用益を加えた額

※減債基金積立金は、基金運用益である。

財政調整

基金

減債基金
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２ 財政調整基金残高及び減債基金の残高見込み 

（単位：千円）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

財政調整基金 5,076,684 6,364,149 5,919,347 5,346,190 4,902,849 4,383,880 4,052,516

減債基金 5,421,424 4,884,244 4,629,511 4,631,311 4,633,111 4,634,911 4,636,711
 

財政調整基金については、標準財政規模（令和元年度決算で 281 億円）の 10％を

下回らず、また計画期間後においても安定的な財源運営に取り組めるよう、財政計画

期間における残高は 40 億円を維持する目標とします。 

減債基金については、具志川総合体育館建替事業をはじめとする大型事業の推進を

視野に入れながら、公債費の償還財源確保を図るため、財政計画期間における残高は

40 億円を維持する目標とします。 

 

 

３ 市債残高の見込み 

（単位：千円）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

地方債残高 47,899,025 45,491,070 43,404,792 41,547,018 39,805,580 38,266,187 36,590,083
 

合併特例債の活用可能残額は、令和２年度を含め約 50 億円となっています。今後

の普通建設事業費における市債は、合併特例債からその他地方債に移行することが想

定されますが、事業費への充当率や地方交付税（普通交付税の基準財政需要額）の算

入率を踏まえると、地方債の活用メニューや借入額によっては将来負担の増加につな

がります。 

そのようなことから、将来負担の過度な増加につながらないよう、地方債メニュー

の効果的な活用、また償還財源の確保等も図り、市債残高の縮小に取り組みます。 

 

 

４ 普通建設事業費の見込み 

 

普通建設事業費について、令和５年度は 60 億円、6 年度と 7 年度は 55 億円、令

和 8 年度は 45 億円とするとともに、財源構成については全国平均も参考に、国庫・

県支出金や市債、一般財源の必要額を算出しています。 

実施計画（3 年間）において、国県支出金や地方債などの特定財源の確保状況や基

金残高等を考慮して、毎年度ローリングによる見直しを行います。 
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（単位：千円）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

普通建設事業費 8,616,676 6,989,617 6,048,521 6,000,000 5,500,000 5,500,000 4,500,000

国庫支出金 1,742,172 1,832,012 1,572,615 1,560,000 1,430,000 1,430,000 1,170,000

県支出金 2,865,215 2,136,716 972,837 900,000 825,000 825,000 675,000

地方債 2,776,800 2,059,679 2,116,982 2,100,000 1,925,000 1,925,000 1,575,000

一般財源 1,232,489 961,210 1,386,086 1,440,000 1,320,000 1,320,000 1,080,000
 

 

 

５ 財政指標の見込み 

 

（１）実質収支比率及び実質単年度収支比率 

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

実質収支比率 0.09 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04

実質単年度収支比率 0.02 ▲ 0.00 ▲ 0.02 ▲ 0.02 ▲ 0.02 ▲ 0.02 ▲ 0.01
 

実質収支額

標準財政規模
実質収支比率＝

 

実質単年度収支額

標準財政規模
実質単年度収支比率＝

 

 

実質収支比率については、実質収支額の黒字を維持するとともに、標準財政規模の

３％を下回らないよう目標とします。 

実質単年度収支比率については、単年度収支の増減や財政調整基金からの取崩額が

積立額を超過するため、令和８年度までマイナスで推移していますが、財政調整基金

の残高を 40 億円程度維持することで安定的な財政運営に取り組みます。 

 

 

（２）財政力指数 

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

財政力指数 0.49 0.48 0.47 0.48 0.49 0.50 0.50
 

基準財政収入額

基準財政需要額
財政力指数＝

 

 

基準財政需要額は、少子高齢化に伴い社会福祉費が増加する一方、合併特例債から

その他地方債の活用により公債費が減少すると見込まれることから、横ばいで推移す
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ると考えられます。 

一方、令和４年度以降、納税義務者数の増加や、固定資産税等の維持により、市税

収入は増収となり、基準財政収入額は伸びることが見込まれます。そのようなことか

ら、財政力指数は僅かながら上昇するものと見込まれます。 

 

 

（３）実質公債費比率 

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

実質公債費比率 0.07 0.08 0.07 0.06 0.06 0.06 0.05

実質公債費比率
（3年平均）

0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06
 

元利償還金-元利償還金に係る基準財政需要額算入額

標準財政規模-元利償還金に係る基準財政需要額算入額
実質公債費比率＝

 

※なお、簡易的な計算のため、準元利償還金は試算には含めていません。 

 

普通建設事業費の段階的な規模縮小により市債の減額や計画的な償還により、公債

費は令和３年度に５５億円でピークを迎え、その後は減額となり、令和８年度では 42

億円を見込み、（簡易的な計算ではありますが）実質公債費比率は 0.05 まで下がるも

のと見込まれます。 
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６ 将来の施策展開に備えた取り組み  

  

 本市のまちづくりを取り巻く社会経済情勢は、国全体の人口減少や社会経済のグロ

ーバル化の進展、大規模災害や新型コロナウイルス感染症等により、安全・安心の意

識とライフスタイルは大きく変容し、都市経営の課題は多様化していくことが考えら

れます。 

 

 そのような中、うるま市総合計画基本構想で掲げる８項目の課題「人口減少と少子

高齢化への対応」、「健康と長寿社会を踏まえた福祉の充実」、「安心して子育てができ

る環境づくり」、「地域特性を生かしたまちづくり」、「安全・安心なまちづくり」、「明

日を担う人づくり」、「行財政運営の健全化」、「協働のまちづくり」はこれからのまち

づくりにおいても重要な課題となります。 

 

 本市の行財政運営では、引き続き子育てや福祉、学校教育などのソフト事業の充

実、また道路や公園、公共施設等の整備に対応していく必要があり、その中でも具志

川総合体育館や学校給食センターなどの新規事業、道路や公園の継続事業の推進があ

ります。 

 

 そのようなことから、総合計画に掲げる各施策を展開するとともに、健全な財政運

営を維持していくためには、本市の地域特性を生かした振興策による雇用確保や市民

所得の向上を図るとともに、各種補助制度の戦略的な活用をはじめとする歳入対策、

行政経営マネジメントによるビルド&スクラップ（事務事業の見直し）、公共施設等

マネジメントの推進などの歳出対策に積極的に取り組み、さらには公民連携による魅

力あるまちづくりを推進していきます。 
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第６ 行政経営マネジメントの推進 

 

『中期財政計画』と『第４次行政改革大綱』に相関性を持たせ、計画・大綱と整

合性と連動性を持った『経営方針』に基づいた、『実施計画』、『事務事業・施策評

価』『人事評価』の流れを再構築し、持続可能な行政経営マネジメントを推進して

いきます 
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